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１ はじめに 

  解体工事業を営もうとする場合は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく土木工事

業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。いわゆる「建設リサイクル法」。以下「法」とい

う。）により、解体工事業の登録を受ける必要があります。 

 

  ＊ 解体工事：建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体

する建設工事（法第２条第３項） 

  ＊ 解体工事業：建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業（その請

け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。）（法第２条第 11項） 

  ＊ 解体工事業者：法第 23 条第１項に定める登録を受けて解体工事業を営む者（法第２条

第 12項） 

 

 

２ 解体工事業の登録の必要な者 

  解体工事は建設工事の一つであるので、軽微な工事（１件当たりの金額が５００万円（建築

一式工事に該当するものは１，５００万円）未満）に該当しない解体工事を請け負う場合には、

土木工事業、建築工事業、解体工事業のうち、工事の種類に対応したいずれかの建設業の許可

が必要になります。 

  一方、軽微な解体工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可を受けない場合には、

解体工事業の登録が必要となります（法第 21条第１項）。 

  なお、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。 

 

表１【解体工事業登録と建設業許可の比較一覧表】 

 解体工事業登録 建設業許可 

請け負うことがで

きる工事 

 

 １件５００万円（建築一式工事に該

当するものは１，５００万円）未満の

解体工事 

 金額の多寡にかかわらず、すべて

の解体工事  

 

施工可能な場所  登録を受けている都道府県に限る。  全国で可能である。 
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３ 登録のための要件 

 (1) 解体工事業者の登録を受けるに当たっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の

管理をつかさどる者で、解体工事業に係る登録等に関する省令（平成 13 年国土交通省令第

92号。以下「省令」という。）で定める基準に適合するもの（以下「技術管理者」という。）

を選任しなければなりません（法第 31条）。 

また、解体工事業者の登録を受けようとする者は、表２に示す事項に該当しないことが必

要です。 

 

 (2) なお、登録申請書又はその添付書類について、重要な事項に虚偽の記載があったり、重要

な事実の記載が欠けているときは、登録を受けられません（法第 24条）。 

 

表２【登録の拒否事由】 

１  解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過しない者 

２ 

 

 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前３０日以内にその

解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から２年を経過しないもの 

３  解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

４ 

 

 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

５ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 

（９において「暴力団員等」という。） 

６ 

 

 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法人で

ある場合にあっては、当該法人及びその役員）が１～５又は７のいずれかに該当するもの 

７  法人でその役員のうちに１～５までのいずれかに該当する者があるもの 

８  法第31条に規定する者（技術管理者）を選任していない者 

９ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

※「役員」とは･･･業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、

顧問及び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以上に

相当する出資をしている者（個人であるものに限る。）を含む。 

 

４ 技術管理者の基準 

  技術管理者は、次の表３、４のいずれかの基準に適合するものでなければなりません（省令

第７条）。 

 

表３【実務経験の場合】 

学  歴  等 

 

解体工事の実務経験年数 

通  常 講習※2を受講した者 

一定の学科※1を履修した大学卒又は高専卒の者 ２年以上 １年以上 

一定の学科※1を履修した高校卒の者 ４年以上 ３年以上 

上記以外の者 ８年以上 ７年以上 
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表４【有資格者の場合】 

資格 ・ 試験名 種     別 

建設業法による技術検定 

 

 

 

 

 

１級建設機械施工 

２級建設機械施工（第１種又は第２種に限る） 

１級土木施工管理 

２級土木施工管理（土木に限る） 

１級建築施工管理 

２級建築施工管理（建築又は躯体に限る） 

技術士法による第２次試験 技術士（建設部門） 

建 築 士 法 

 

１級建築士 

２級建築士 

職業能力開発促進法による技能検定 

 

 

１級とび・とび工 

２級とび ＋ 解体工事の実務経験１年以上 

２級とび工 ＋ 解体工事の実務経験１年以上 

民 間 試 験 合 格 者 解体工事施工技士試験※3合格者 

   注１ 一定の学科※1とは、土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑

地又は造園に関する学科を含む。）、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関

する学科を指す。 

    ２ 講習※2は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を

いう。 

    ３ 解体工事施工技士試験※3は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験を

いう。 

      なお、上記の講習※2 及び解体工事施工技士試験※3 の実施時期等については、次

の団体に問い合わせてください。 

・(公社)全国解体工事業団体連合会 

東京都中央区日本橋 3-14-5 祥ビル 5F(電話番号 03-6262-0321) 

 

 

５ 登録申請手数料 

  登録等の申請には、次の手数料（兵庫県収入証紙）が必要です。 

解体工事業者登録申請手数料  （新規申請のとき）      ３３，０００円 

解体工事業者登録更新申請手数料（更新申請のとき）      ２６，０００円 
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６ 登録の手続 

解体工事業者の登録を受けようとする者は、解体工事業登録申請書（別記様式第１号）に次

に掲げる書類（省令第４条）を添付して知事に提出しなければなりません（法第 22条）。 

なお、提出から登録まで標準で約１ヶ月程度かかります。 

 

 表５【提出書類の一覧】 

 提出書類 様 式 留  意  点 

１ 解体工事業登録申請書 別記様式

第１号 

「法人である場合の役員の氏名及び役名等」に記載する

役員（※1）の範囲に留意すること。 

２ 

 

 

誓約書 

 

 

別記様式

第２号 

 

登録申請者（法人の場合は役員（※1）すべて、営業に関し

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合は法

定代理人（法人である場合にあっては、当該法人及びその

役員（※1）））が表２に該当しないことを誓約する書面 

３ 

 

 

 

 

登録申請者の調書 

 

 

 

 

別記様式

第４号 

 

 

 

・ 個人の場合は本人について作成 

・ 法人の場合は役員（※1）及び法人自身について作成。た

だし、相談役、顧問及び総株主の議決権の 100分の 5以

上を有する株主又は出資の総額の 100分の 5以上に相当

する出資をしている者（個人であるものに限る。）につい

ては、「賞罰」の欄への記載は要さず、また、これらの者

の署名及び押印も要しない。 

・ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者が申請者の場合は法定代理人（法人である場合にあっ

ては、当該法人及びその役員（※1））について作成 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術管理者 

 

 

 

選任した技術管理者が表３、４に示す基準を満たすこと

を証明する書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務経験証明書 別記様式

第３号 

実務経験又は省令第７条第２項で定める講習の受講に

より技術管理者として申請する場合 

卒業証明書（写し）  一定の学科を履修している場合 

資格者証（写し）  資格により技術管理者として申請する場合 

講習受講証明書（写し）  

 

省令第７条第２項で定める講習の受講により技術管理

者として申請する場合 

住民票抄本（又はこれに

代わる書面） 

 

 

登録申請の３か月以内に発行されたもの 

 

５ 登記事項証明書（※2）  ・ 法人が登録申請する場合、当該法人の登記事項証明書 

・ 登録申請者（未成年である場合に限る）の法定代理人

が法人である場合は当該法定代理人の登記事項証明書 

６ 

 

 

 

 

登録申請者等の住民票抄

本（又はこれに代わる書

面） 

 

 

 

 

 

 

 

・ 個人の場合は本人のもの 

・ 法人の場合は役員（※3） 

・ 登記申請者が未成年者の場合は法定代理人（法人であ

る場合はその役員（※3））のもの 

・ 登録申請の３か月以内に発行されたもの 

７ 営業所所在地略図   解体工事を営むすべての営業所 
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８ 営業所の所在地を確認す

る書類 

 ※法人については商業登記簿上の所在地以外、個人につい

ては住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場

合は次のいずれかの書類が必要です。 

 

営業所の使用権原が確認できる書類 

・ 賃貸の場合・・・賃貸契約書の写し等 

・ 自己所有の場合・・・発行後３ヶ月以内の建物登記簿謄

本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の

固定資産評価証明(いずれも写し)等 

 

※1 「役員」･･･業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問及

び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する

出資をしている者（個人であるものに限る。） 

※2 登記事項証明書については、必要に応じて現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証

明書、代表者事項証明書を提出する。 

※3 ※１の「役員」のうち、相談役、顧問及び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主

又は出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る）の住

民票抄本の提出は不要。 
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７ 登録の有効期間 

 (1) 解体工事業の登録の有効期間は５年です。 

 (2) ５年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります（法第 21条第２項）。 

 (3) 解体工事業を引き続いて営む場合は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の 30

日前までに登録の更新を申請してください（省令第２条）。 

   この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続を行います。 

 (4) 登録が更新されたとき、更新後の登録の有効期間は、現に受けている登録の有効期間の満

了日の翌日から起算して５年間となります。 

 

８ 登録を受けた後の留意事項 

 (1) 技術管理者の職務 

   解体工事業者は、解体工事を施工するときは、技術管理者に、解体工事の施工に従事する

他の者の監督をさせなければなりません（ただし、技術管理者のみが施工する場合を除く。）

（法第 32条）。 

 

 (2) 標識の設置 

   営業所及び解体工事現場のすべてにおいて、省令で定めるところにより、次の標識を公衆

の見やすい場所に掲示しなければなりません（法第 33条）。 

 

【別記様式第７号（省令第８条関係）】 

  解 体 工 事 業 者 登 録 票 

  商号、名称 

又は氏名 

 

25cm 法人である場合の 

代表者の氏名 

 

  

  登 録 番 号  

  登 録 年 月 日 年  月  日 

  技術管理者の氏名  

   35cm 以
上 

  
     

 

備 考 

  技術管理者の氏名は、解体工事の現場に掲げる場合にあっては、当該現場に置かれる技術管

理者の氏名とする。 

 

《記入要領》 

 １ 「商号、名称又は氏名」、「住所」、「法人である場合の代表者の氏名」、「登録番号」

、「登録年月日」の欄には、該当する事項を記入する。 

 ２ 「技術管理者の氏名」の欄には、営業所に掲げる解体工事業者登録票の場合は、選任した

技術管理者のいずれかの氏名を記入し、解体工事現場に掲げる解体工事業者登録票の場合は

、実際にその解体工事現場の技術上の管理を司る技術管理者の氏名を記入する。 
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 (3) 帳簿の備付け 

   請け負った解体工事について、省令で定めるところにより、１件ごとに帳簿を作成し、こ

れを営業所に備えておかねばなりません（法第 34条）。 

   この帳簿は解体工事の事業年度の最終日に閉鎖し、その後５年間保存しなければなりませ

ん。  

   なお、帳簿の記載事項や添付される解体工事の請負契約書の内容等が必要に応じて紙面に

表示できる場合には、フロッピーディスク等の磁器ディスクやＣＤ―ＲＯＭ等に記録しても

構いません（省令第９条）。 

 

【別記様式第８号（省令第９条関係）】 

 

注文者の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

注 文 者 の 住 所 

 

郵便番号（ － ） 

 

                              電話番号（  ） － 

 

施 工 場 所 

 

 

 

 

 

着工年月日及び竣工年月日 

 

自     年   月   日 

 

至     年   月   日 

 

工 事 請 負 金 額 

 

 

 

 

当該工事に係る 

 

技術管理者の氏名 
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 (4) 変更の届出 

   登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から 30 日以内に変更届出書（別記様式

第６号）及び次の表６に示す必要な添付書類（省令第６条）を提出してください（法第 25条

第１項）。  

 

表６【変更する登録事項と必要な添付書類】 

変更する登録事項 添 付 書 類 

商号・名称・氏名及び住所 ・ 登記事項証明書又は住民票の抄本（これに代わる書面） 

営業所の名称及び所在地 

（商業登記の変更を必要とす

る場合のみ） 

・ 登記事項証明書  

・ 営業所所在地略図 

 

解体工事業者が法人の場合

で、新たに役員となる者がい

る場合 

 

 

・ 登記事項証明書 

・ 役員となる者の住民票の抄本（これに代わる書面） 

・ 役員となる者が表２「登録の拒否事由」に該当しない者で

あることを誓約する書面（別記様式第２号） 

・ 役員となる者の調書 （別記様式第４号） 

解体工事業者が未成年者の場

合の法定代理人 

 

 

 

・ 法定代理人（法人である場合はその役員）となる者の住民

票の抄本（これに代わる書面） 

・ 法定代理人（法人である場合はその役員）となる者が表２

「登録の拒否事由」に該当しない者であることを誓約する

書面（別記様式第２号） 

・ 法定代理人（法人である場合はその役員）となる者の調書

（別記様式第４号） 

技術管理者 

 

 

・ 技術管理者となる者の住民票の抄本（これに代わる書面） 

・ 技術管理者となる者が「技術管理者の基準」（表３、４） 

に適合していることを証明する書面（P4 表５の４の書類） 

（注） 「役員」･･･業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧

問及び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の

100 分の 5 以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。） 
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 (5) 廃業の届出 

解体工事業者が次表７のいずれかに該当することとなった場合には、その日から 30 日以

内に「解体工事業に関する届出手続等を定める規則」（平成 13年規則第 82号。以下「規則」

という。）第２条に定める解体工事業廃業等届出書（様式第１号）を提出しなければなりま

せん（法第 27条第１項）。 

   なお、解体工事業者が次表７のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録

は、その効力を失います（法第 27条第２項）。  

 

表７【廃業等の届出を提出する場合】 

届出を提出する場合 提 出 す る 者 

① 解体工事業者が死亡した場合  その相続人 

② 法人が合併により消滅した場合  その法人を代表する役員であった者 

③ 法人が破産により解散した場合  その法人の破産管財人 

④ 法人が合併及び破産以外の理由により解

散した場合 

 その法人の清算人 

 

⑤ 兵庫県内で解体工事業を廃止した場合 

 

 解体工事業者であった個人又は解体工事業

者であった法人を代表する役員 

 

 (6) 抹消の届出 

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業又は解体工

事業のいずれかの許可を受けた者は、登録の効力を失いますので「建設業許可取得通知書」

を提出してください。 
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９ 解体工事業の登録申請先一覧 

 

申 請 先 所 在 地 電話番号 主たる営業所の所管区

域 

神戸県民センター 

神戸土木事務所 建設業課 

〒653-0055 

神戸市長田区浪松町 3-2-5 

078-737-2194 

2195 

神戸市 

阪神南県民センター 

西宮土木事務所 建設業課 

〒662-0854 

西宮市櫨塚町 2-28 

0798-39-1543 

1545 

尼崎市、西宮市、芦屋市 

阪神北県民局  

宝塚土木事務所 建設業課 

〒665-8567 

宝塚市旭町 2-4-15 

0797-83-3213 

3193 

伊丹市、宝塚市、川西市、 

三田市、猪名川町 

東播磨県民局  

加古川土木事務所  

建設業課 

〒675-8566 

加古川市加古川町寺家町天

神木 97-1 

079-421-9231 

9405 

明石市、加古川市、高砂

市、稲美町、播磨町 

北播磨県民局 加東土木事

務所 まちづくり建築課 

〒673-1431 

加東市社字西柿 1075-2 

0795-42-9408 

9409 

西脇市、三木市、小野市、 

加西市、加東市、多可町 

中播磨県民センター 

姫路土木事務所 建設業課 

〒670-0947 

姫路市北条 1-98 

079-281-9566 

9562 

姫路市、市川町、福崎町、 

神河町、相生市、たつの

市、赤穂市、宍粟市、上

郡町、太子町、佐用町 

但馬県民局 豊岡土木事務

所 まちづくり建築課 

〒668-0025 

豊岡市幸町 7-11 

0796-26-3756 

 

豊岡市、香美町、新温泉

町、養父市、朝来市 

丹波県民局 丹波土木事務

所 まちづくり建築課 

〒669-3309 

丹波市柏原町柏原 688 

0795-73-3862 

3863 

丹波市、丹波篠山市 

淡路県民局 洲本土木事務

所 まちづくり建築課 

〒656-0021 

洲本市塩屋 2-4-5 

0799-26-3246 

3247 

洲本市、淡路市、南あわ

じ市 

兵庫県土木部 

契約管理課建設業班 

〒650-8567 

神戸市中央区下山手通 

５－10－1 

078-341-7711 

内線4575 

 

兵庫県以外の都道府県 

（注）行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名

目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事

実証明に関する書類を作成することを禁止しています。 

 

※ 登録に必要な申請様式は、兵庫県ホームページ（下記 URL）からダウンロードして 

ご使用ください。 

兵庫県ホームページ（「解体工事業の登録等について」） 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/kaitai.html 
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別記様式第１号（省令第３条関係） 

 

  

 

           解体工事業登録申請書 

 

証紙貼り付け欄 

（消印してはなら

ない。） 

 

 

 

 

登録の種類 新規・更新 
※登録番号  

※登録年月日          年  月  日 

この申請書により、解体工事業の登録を申請します。 

                                                           令和○年○月○日 

                       兵庫県神戸市中央区□□□１－２－３ 

       申請者 ○○解体株式会社  

                       代表取締役 兵庫 太郎 

 兵 庫 県 知 事   様 

フリガナ 

商号、名称又は氏名 ○
○

○
○

解体
カイタイ

株式
カブシキ

会社
カイシャ

 

 

住  所 

 

郵便番号（○○○-●●●●） 

兵庫県神戸市中央区□□□１－２－３ 

                             電話番号（０７８）１２３－４５６７ 

法人である場合の 

フリガナ 

代表者の氏名 
兵庫
ヒョウゴ

 太郎
タロウ

 

法人である場合の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資

をしている者（個人であるものに限る。）を含む。)の氏名及び役名等 

フリガナ 

氏  名 

役名等（常勤・非常勤

） 

フリガナ 

氏  名 

役名等（常勤・非常勤

） 

 

 兵庫
ヒョウゴ

 太郎
タロウ

 

 

 兵庫
ヒョウゴ

 次郎
ジロウ

  

 

 神戸
コウベ

 花子
ハナコ

 

 

 

 

代表取締役(常勤) 

 

取締役(常勤) 

 

株主  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時において既に受けている登録  ２８(解 ○) 第 ○○号 

  

兵庫県収入証紙 

新規：３３，０００円 

更新：２６，０００円 

個人事業主の場合は記載不要です。 

株主･顧問･相談役･監査役

については、常勤･非常勤

の別は記載不要です。 

個人事業主の場合、 

屋号、氏名を記入する。 

兵庫県収入証紙 

新規：３３，０００円 

更新：２６，０００円 

登録番号・登録年月日は 

記入しない。 

どちらかを二重線で消す。 

個人事業主の場合、 

（営業所の）住所、 

屋号、氏名を記入する。 

※更新時のみ記入する。 
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法第31条に規定する者（技術管理者）の氏名  分別 三四郎 

営業所の名称及び所在地 

 

フリガナ 

名  称 

所  在  地 

郵便番号（   －    ） 

電話番号（   ）  －   

 

本社
ホンシャ

 

 

 

姫路
ヒメジ

営業所
エイギョウショ

 

 

 

兵庫県神戸市中央区□□□１－２－３ 

郵便番号（○○○－●●●●） 

電話番号（０７８）１２３－４５６７ 

 

兵庫県姫路市△△△３－２－１ 

郵便番号（○○○－●●●●） 

電話番号（０７９２）８８－４５６７ 

 

 

未成年者で

ある場合の

法定代理人 

 

法定代理人

が個人であ

る場合 

フリガナ 

氏  名 

 

 

 

住  所 

 

郵便番号（   －    ） 

 

電話番号（   ）  －     

法定代理人

が法人であ

る場合 

フリガナ 

商号又は名称 

 

 

 

住  所 

 

郵便番号（   －    ） 

 

電話番号（   ）  －     

フリガナ 

役員の氏名 
役名等（常勤・非常勤） 

 

 

 

 

他の都道府県知事の登録状況 

登 録 番 号 登 録 番 号 

 

 

 

 

 

  備 考 

    １ ※印のある欄には、記入しないこと。 

    ２ 「新規・更新」については、不要なものを消すこと。 

    ３ 総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以上

に相当する出資をしている者については、「役名等」の欄には「株主等」と記載する

こととする。 

    ４ 「営業所の名称及び所在地」の欄には、登録を受けようとする都道府県の営業所だ

けでなく、すべての営業所について記載すること。 

解体工事業を行う全ての営業所を記入す

る。る。 

裏 

面 

他の都道府県知事の登録を受けている場合は記入する。 
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《記入要領》 

（表面） 

 １ 「登録の種類」の欄は、不要のものを消す。 

 ２ 「※登録番号」及び「※登録年月日」は、記入しない。 

 ３ 「申請者」の欄は、申請者の氏名を記入する。申請者が法人である場合は、商号又は名称、

代表者の氏名を記入する。 

   申請書を提出する年月日、兵庫県知事あてであることを記入する。 

 ４ 「商号、名称又は氏名」の欄は、法人の場合は法人名、個人の場合は本人の氏名を記入し、

カタカナで振り仮名を付す。 

 ５ 「住所」の欄は、法人の場合は主たる営業所（本社、本店等）の所在地を記入し、個人の場

合には本人の住所を記入する。郵便番号、電話番号も併せて記入する。 

 ６ 「法人である場合の代表者の氏名」の欄は、法人の代表者の氏名を記入し、カタカナで振り

仮名を付す。個人で申請する場合は、この欄の記入は不要。 

 ７ 「法人である場合の役員の氏名及び役名等」の欄は、法人の役員の氏名及び役名等を記入し

、カタカナで振り仮名を付す。役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分

の5以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。）をいう。総株主の議決権の10

0分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について

は、「役名等」の欄には「株主等」と記載する。 

個人で申請する場合は、この欄の記入は不要。 

 ８ 「申請時において既に受けている登録」の欄は、登録の更新をする場合に、現に受けている

登録番号を記入する。新規に登録を申請する場合は、記入は不要。 

（裏面） 

 ９ 「法第31条に規定する者（技術管理者）の氏名」の欄は、選任した技術管理者の氏名を記入

する。 

 10 「営業所の名称及び所在地」の欄は、すべての営業所について名称・所在地・郵便番号・電

話番号を記入する。営業所の名称には、カタカナで振り仮名を付す。なお、この欄には、兵庫

県以外に所在する営業所についてもすべて記入する。 

 11 「未成年者である場合の法定代理人」の欄は、法定代理人が個人である場合には法定代理人

の氏名と住所とを記入する。氏名には、カタカナで振り仮名を付し、住所には、郵便番号・電

話番号を記入する。 

法定代理人が法人である場合には、法人名、主たる営業所（本社、本店等）の所在地、法人

の役員の氏名及び役名等を記入し、法人名、役員の氏名にはカタカナで振り仮名を付す。役員

とは業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議

決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者

（個人であるものに限る。）をいう。 

 12 「他の都道府県知事の登録状況」の欄は、登録申請時に兵庫県以外で既に解体工事業の登録

を受けている場合に、その登録番号を記入する。他の都道府県で登録を受けていない場合には

、記入は不要。 
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別記様式第２号（省令第４条関係） 

 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

登録申請者及びその役員並びに法定代理人及び法定代理人の役員は、 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２４条第１項各号に 

 

該当しないものであることを誓約します。 

 

 

 

                          令和○年○月○日 

 

 

 

                 申請者 ○○解体株式会社 

代表取締役 兵庫 太郎   

 

 

 

 

   兵 庫 県 知 事  様 

 

 

 

 

《記入要領》 

 １ 誓約書は、申請者の氏名を記入する。申請者が法人である場合は、商号又は名称、代表者の

氏名を記入する。 

   申請書を提出する年月日、兵庫県知事あてを記入する。 

 ２ 申請者が解体工事業に関し、成年と同一の能力を有しない未成年者である場合、申請者の下

に法定代理人の氏名を記入する。 

 

 

 

個人事業主の場合、 

屋号、氏名を記入する。 
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別記様式第３号（省令第４条関係） 

 

実 務 経 験 証 明 書 

 

 下記の者は、解体工事に関し、下記のとおり実務経験を有することに相違ないことを証明しま

す。 

 

                                 令和○年○月○日 

 

                          証明者   

技術管理者の氏名 分別 三四郎 生年月日 昭和○年○月○日  

使用された期間 

 

 平成１２年 １月から 

 

 平成２０年 ３月まで 

使用者の商号 

又 は 名 称 

 

 

職  名 実務経験の内容 実務経験年数 

現場作業員 ○○邸解体工事（木造）その他○件 平成12年1月から 平成12年12月まで 

 ○○倉庫解体工事（軽量鉄骨構造）その他○件 平成13年1月から 平成13年12月まで 

 ○○アパート解体工事（木造）その他○件 平成14年1月から 平成14年12月まで 

 ○○コーポ解体工事（鉄筋コンクリート）その他○件 平成15年1月から 平成15年12月まで 

 ○○ビル解体工事（鉄筋鉄骨コンクリート造）その他○件 平成16年1月から 平成16年12月まで 

工事主任 ○○工場解体工事（鉄骨造）その他○件 平成17年1月から 平成17年12月まで 

 ○○マンション解体工事（鉄筋鉄骨コンクリート造）その他○件 平成18年1月から 平成18年12月まで 

 ○○ホームセンター解体工事（鉄筋鉄骨コンクリート造）その他○件 平成19年1月から 平成19年12月まで 

 ○○立体駐車場解体工事（鉄筋鉄骨コンクリート造）その他○件 平成20年1月から 平成20年3月まで 

    年 月から 年 月まで 

    年 月から 年 月まで 

    年 月から 年 月まで 

    年 月から 年 月まで 

    年 月から 年 月まで 

    年 月から 年 月まで 

    年 月から 年 月まで 

使用者の証明

を得ることが

できない場合 

 

その理由 

 

 

 

 

 合計   満 ８年 ３月 

証明者と被証 

明者との関係 

 

 記載要領 

   １ この証明書は、被証明者１人について、証明者別に作成すること。 

   ２ 「実務経験の内容」の欄には、従事した主な工事名、解体した建築物等の構造等を具

体的に記載すること。 

 

 

 

  

技術管理者の実務経験を証

明する者の住所、商号、氏名、

電話番号を記入する。 

 

下記期間における使用者の商号または

名称を記入する。 

解体工事業の登録等の手引き[表 4【有資格者の場合】]の該当者は、この証明書の提出は不要です。 

証明者の立場から見た技術

管理者との関係を記入する。 

｢実務経験の内容｣には主な工事を 1 件記

入し、その他の工事は｢その他○件｣として

1 年分を 1 行にまとめて記入する。 

正当な理由で使用者の証明を得ることが

出来ない場合は、自己証明となるためそ

の理由（会社が倒産した、事業主が死亡し

た等）を記載し、右上の証明者欄には自己

（技術管理者）の氏名を記載する。 
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《記入要領》 

 １ 「実務の経験」とは、解体工事に関する技術上の経験で、解体工事の施工を指揮、監督した

経験、実際に解体工事に携わった経験をいう。 

   ただ単に解体工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、解体工事に関する技術習得のため

の見習における技術的経験も含めて取り扱うものとする。 

 ２ 「証明者」の欄には、技術管理者の実務経験を証明する者（原則として、技術管理者の使用

者）の氏名を記入する。使用者の証明を得ることができない理由があるときは、「使用者の証

明を得ることができない場合」の欄に、その理由を記載して、技術管理者の実務経験を証明で

きる使用者以外の者の証明とすることができる。 

 ３ 「技術管理者の氏名」「生年月日」の欄には、証明を得ようとする技術管理者の氏名と生年

月日を記入する。 

 ４ 「使用者の商号又は名称」の欄には、証明を得ようとする技術管理者が実務の経験を得たと

きに使用されていた者の商号又は名称を記入する。 

 ５ 「使用された期間」の欄には、「使用者の商号又は名称」の記載した使用者に雇用されてい

た期間を記入する。 

 ６ 「職名」の欄には、「実務経験の内容」の欄に記載した解体工事に関する実務の経験を有し

たときの職名を記入する。 

 ７ 「実務経験の内容」の欄には、「職名」の欄に記載した職に従事した期間内において、解体

工事に携わった実務の経験を具体的に記入する。例えば、工事名及びどのような種類の構造物

の解体であったのかが明らかになるように記入。 

 ８ 「実務経験年数」の欄には、「職名」の欄に記載した職に従事した期間内において、解体工

事に係る経験期間を記入する。これらの期間を合計した年数を「合計」の欄に記入する。この

合計年数が表に示す必要な実務経験年数を満たす必要がある。ただし、経験期間が重複するも

のがある場合には、二重に計算しない。 

 ９ 必要となる実務経験年数を満たしておれば、技術管理者が経験した解体工事の実務経験の内

容をすべて記入する必要はない。所定の用紙内に記入しきれないときは、適宜用紙を追加し

て、必要となる実務経験年数に達するよう記入する。 

 10 「使用者の証明を得ることができない場合」とは、「使用者の商号又は名称」の欄に記入さ

れた者と「証明者」の欄に記入された者とが異なる場合をいう。この場合、「その理由」の欄

には、「会社解散のため」、「事業主死亡のため」等の理由を記入する。 

 11 「証明者と被証明者との関係」の欄には、証明者から見た被証明者（技術管理者）との関係

を記入する。具体的には、社員、従業員等。 
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法人の｢本人｣の場合 

別記様式第４号（省令第４条関係） 

                                 法 人 の 役 員 

登録申請者  本 人   の調書 

                       法 定 代 理 人 

                 法定代理人の役員 

 

現住所 

 

郵便番号（○○○－●●●●） 

兵庫県神戸市中央区□□□１－２－３ 

                                         電話番号（０７８）１２３－４５６７ 

フリガナ 

商号、名称又は氏名 ○
○

○
○

解体
カイタイ

株式
カブシキ

会社
カイシャ

 

 

生年月日 

 

 

 

 

賞

罰 

 

年 月 日 賞罰の内容 

 なし 

  

  

  上記のとおり相違ありません。 

 

  令和○年○月○日 

 

                        氏名 ○○解体株式会社 代表取締役 兵庫 太郎 

 

 備  考 

     １    法 人 の 役 員    については、不要なものを消すこと。 

  本 人  

               法 定 代 理 人 

         法定代理人の役員 

 

     ２ 総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以

上に相当する出資をしている者については、「賞罰」の欄への記載を要さない。 

     ３ 「生年月日」の欄は、登録申請者が法人である場合は記載しないこと。 

     ４ 「賞罰」の欄には、行政処分等についても、記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載不要です。 
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法人の｢法人の役員｣の場合（法人の役員ごとに作成する） 

別記様式第４号（省令第４条関係） 

                                 法 人 の 役 員 

登録申請者  本 人   の調書 

                       法 定 代 理 人 

                 法定代理人の役員 

 

現住所 

 

郵便番号（○○○－●●●●） 

兵庫県神戸市東灘区×××４－５－６ 

                                         電話番号（０７８）３２１－８７６５ 

フリガナ 

商号、名称又は氏名 兵庫
ヒョウゴ

 太郎
タロウ

 

 

生年月日 

 

 

  平成○年○月○日 

 

賞

罰 

 

年 月 日 賞罰の内容 

 なし 

  

  

  上記のとおり相違ありません。 

 

  令和○年○月○日 

 

                       氏名   兵庫 太郎    

 

 

 備  考 

     １    法 人 の 役 員    については、不要なものを消すこと。 

  本 人  

               法 定 代 理 人 

         法定代理人の役員 

 

     ２ 総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以

上に相当する出資をしている者については、「賞罰」の欄への記載を要さない。 

     ３ 「生年月日」の欄は、登録申請者が法人である場合は記載しないこと。 

     ４ 「賞罰」の欄には、行政処分等についても、記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

株主、顧問、相談役については、 

署名は記載不要です。 

株主、顧問、相談役については、 

賞罰の欄は記載不要です。 
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個人事業主の｢本人｣の場合 

別記様式第４号（省令第４条関係） 

                                 法 人 の 役 員 

登録申請者  本 人   の調書 

                       法 定 代 理 人 

                 法定代理人の役員 

 

現住所 

 

郵便番号（○○○－●●●●） 

兵庫県神戸市中央区▽▽▽３－２－１ 

                                         電話番号（０７８）２１３－８５７６ 

フリガナ 

商号、名称又は氏名 ○
○

○
○

解 体
カイタイ

 神戸
コウベ

 五郎
ゴロウ

 

 

生年月日 

 

 

  平成○年○月○日 

 

 

賞

罰 

 

年 月 日 賞罰の内容 

 なし 

  

  

  上記のとおり相違ありません。 

 

  令和○年○月○日 

 

                       氏名   神戸 五郎    

 

 備  考 

     １    法 人 の 役 員    については、不要なものを消すこと。 

  本 人  

               法 定 代 理 人 

         法定代理人の役員 

 

 

     ２ 総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以

上に相当する出資をしている者については、「賞罰」の欄への記載を要さない。 

     ３ 「生年月日」の欄は、登録申請者が法人である場合は記載しないこと。 

     ４ 「賞罰」の欄には、行政処分等についても、記載すること。 
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《記入要領》 

 １ 「現住所」、「氏名」、「生年月日」の各欄には、その書面において記そうとする者につ

いて記入する。登録申請者が法人であるときの本人の調書については、「生年月日」の欄は

空白とする。また、「氏名」の欄には、カタカナで振り仮名を付す。 

 ２ 相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5

以上に相当する出資をしている者については、「賞罰」の欄への記載を要さず、また、これ

らの者の署名も要しない。 

 ３ 「賞罰」の欄には、解体工事等に関する行政処分又は行政罰、その他の賞罰について記入

する。該当する賞罰がない場合は、「なし」と記入する。 
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別記様式第６号（省令第６条関係） 

 

解体工事業登録事項変更届出書 

 

この届出書により、次のとおり変更の届出をします。 

 

                               令和○年○月○日 

 

                        兵庫県神戸市中央区■■■５－６ 

       申請者  ○○解体株式会社  

                        代表取締役 兵庫 次郎 

 

  兵 庫 県 知 事  様 

フリガナ 

商業、名称又は氏名 ○
○

○
○

解体
カイタイ

株式
カブシキ

会社
カイシャ

 

 

住  所 

 

郵便番号（○○○-●●●●） 

兵庫県神戸市中央区■■■５－６ 

                             電話番号（０７８）１２３－４５６７ 

法人である場合の 

フリガナ 

代表者の氏名 

 

兵庫
ヒョウゴ

 次郎
ジ ロ ウ

 

登録番号 ２８（解 ○）第  ○○号 

登録年月日 令和○年○月○日 

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日 

役員の氏名 

 

取締役 

 

所在地の変更 

 

 

兵庫 太郎 

 

 

兵庫県神戸市中央区□

□□１－２－３ 

 

 

兵庫 次郎 

 

 

兵庫県神戸市中央区■

■■５－６ 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

令和○年○月○日 
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《記入要領》 

 １ 「商号、名称又は氏名」、「住所」、「法人である場合の代表者の氏名」、「登録番号」、「登録年

月日」の欄には、該当する事項を記入する。 

 ２ 「変更に係る事項」の欄には、変更があった事項を記入する。 

 ３ 「変更前」及び「変更後」の欄には、変更に係る部分を対比させて記入する。 

 ４ 「変更年月日」の欄には、変更があった実際の日付を記入する。 
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様式第１号（規則第２条関係） 

 

解体工事業廃業等届出書 

 

                                                     令和○年○月○日 

 

 

 兵 庫 県 知 事  様 

 

 

                              届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                      兵庫県神戸市中央区□□□□１－２－３                    

                                           氏名（法人にあっては、名称及び代表者） 

                                  ○○解体株式会社 代表取締役 兵庫 太郎                 

                                           電話（０７８）１２３－４５６７ 

 

 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 27 条第１項の規定により、次のとおり届け

出ます。 

 

 

登 録 番 号 

 

 

２８（解 ○）第 ○○号 

 

 

登 録 年 月 日 

 

 

平成○年○月○日 

 

 

廃業等の年月日 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

 

廃業等の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・事業主が死亡したため 

・個人事業から法人化したため 等 
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建設業許可取得通知書 

 

                                                       令和○年○月○日 

 

 

 兵 庫 県 知 事  様 

 

 

                              届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                    兵庫県神戸市中央区□□□□１－２－３    

                                       氏名（法人にあっては、名称及び代表者） 

                                ○○解体株式会社 代表取締役 兵庫 太郎 

解体工事業登録番号 ２８（解 ○）第 ○○号     

                                         電話（０７８）１２３－４５６７   

 

 

下記のとおり、建設業許可を受けたので、解体工事業に係る登録等に関する省令第１条の規定

により通知します。 

 

記 

 

 

許可番号 

 

    知事許可 

           般・特－ ○○ 第○○○○○号 

国土交通大臣許可 

 

許可年月日 

 

 

○年○月○日 

 

 

建設業の種類 

 

 

 

 

備考：建設業許可通知書（写し）又は建設業許可証明書の原本若しくは写しを添付してください。 

 

 

 

土木工事業、建築工事業、解体工事業の

いずれかを記載する。 


